
鶴ヶ島市手数料条例の一部を改正する条例 

鶴ヶ島市手数料条例（平成１２年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

別表４３の項を次のように改める。 

４３ 都市の低炭素化の促進に関する法

律（平成２４年法律第８４号）第５３

条第１項の規定に基づく低炭素建築物

新築等計画の認定の申請に対する審査

（次項に規定する審査を除く。） 

次に掲げる額を合算して得た額 

(1) 低炭素建築物新築等計画が都市の

低炭素化の促進に関する法律第５４

条第１項各号に掲げる基準に適合し

ていることを示す書類又はこれに類

する書類として市長が別に定めるも

のが提出された場合 

ア 一戸建ての住宅 ５，０００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部

分 次に掲げる区分に応じそれぞ

れ次に定める額 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの １１，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上のもの ２３，００

０円 

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住

宅部分 次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの １１，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上のもの １９，００ 

  



  ０円 

(2) 前号以外の場合で、建築物エネル

ギー消費性能基準等を定める省令（平

成２８年経済産業省・国土交通省令

第１号。以下「基準省令」という。）

第１０条第２号イ（１）及びロ（１）

に定める基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区

分に応じそれぞれ次に定める額 

(ｱ) 床面積の合計が２００平方メ

ートル未満のもの ４０，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計が２００平方メ

ートル以上のもの ４４，００

０円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部

分 次に掲げる区分に応じそれぞ

れ次に定める額 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの ８０，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上のもの １３５，０

００円 

(3) 第１号以外の場合で、基準省令第

１０条第２号イ（２）及びロ（２）

に定める基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区 



 分に応じそれぞれ次に定める額 

(ｱ) 床面積の合計が２００平方メ

ートル未満のもの ２０，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計が２００平方メ

ートル以上のもの ２２，００

０円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部

分 次に掲げる区分に応じそれぞ

れ次に定める額 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの ３８，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上のもの ６６，００

０円 

(4) 第１号以外の場合で、基準省令第

１０条第１号イ（１）及びロ（１）

に定める基準に適合する非住宅用途

を含む建築物の非住宅部分 次に掲

げる区分に応じそれぞれ次に定める

額 

ア 床面積の合計が３００平方メー

トル未満のもの ２６７，０００

円 

イ 床面積の合計が３００平方メー

トル以上のもの ３３４，０００

円 



 (5) 第１号以外の場合で、基準省令第

１０条第１号イ（２）及びロ（２）

に定める基準に適合する非住宅用途

を含む建築物の非住宅部分 次に掲

げる区分に応じそれぞれ次に定める

額 

ア 床面積の合計が３００平方メー

トル未満のもの １０２，０００

円 

イ 床面積の合計が３００平方メー

トル以上のもの １３０，０００

円 

 別表４５の項を次のように改める。 

４５ 都市の低炭素化の促進に関する法

律第５５条第１項の規定に基づく低炭

素建築物新築等計画の変更の認定の申

請に対する審査（次項に規定する審査

を除く。） 

次に掲げる額を合算して得た額 

(1) 変更後の低炭素建築物新築等計画

が都市の低炭素化の促進に関する法

律第５４条第１項各号に掲げる基準

に適合していることを示す書類又は

これに類する書類として市長が別に

定めるものが提出された場合 

  ア 一戸建ての住宅 ２，５００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部

分 次に掲げる区分に応じそれぞ

れ次に定める額 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの ５，５００

円 



 (ｲ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上のもの １１，５０

０円 

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住

宅部分 次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める額 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの ５，５００

円 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上のもの ９，５００

円 

(2) 前号以外の場合で、基準省令第１

０条第２号イ（１）及びロ（１）に

定める基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区

分に応じそれぞれ次に定める額 

(ｱ) 床面積の合計が２００平方メ

ートル未満のもの ２０，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計が２００平方メ

ートル以上のもの ２２，００

０円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部

分 次に掲げる区分に応じそれぞ

れ次に定める額 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの ４０，００



０円 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上のもの ６７，５０

０円 

(3) 第１号以外の場合で、基準省令第

１０条第２号イ（２）及びロ（２）

に定める基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区

分に応じそれぞれ次に定める額 

(ｱ) 床面積の合計が２００平方メ

ートル未満のもの １０，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計が２００平方メ

ートル以上のもの １１，００

０円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部

分 次に掲げる区分に応じそれぞ

れ次に定める額 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの １９，００

０円 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上のもの ３３，００

０円 

(4) 第１号以外の場合で、基準省令第

１０条第１号イ（１）及びロ（１）

に定める基準に適合する非住宅用途

を含む建築物の非住宅部分 次に掲



げる区分に応じそれぞれ次に定める

額 

ア 床面積の合計が３００平方メー

トル未満のもの １３３，５００

円 

イ 床面積の合計が３００平方メー

トル以上のもの １６７，０００

円 

(5) 第１号以外の場合で、基準省令第

１０条第１号イ（２）及びロ（２）

に定める基準に適合する非住宅用途

を含む建築物の非住宅部分 次に掲

げる区分に応じそれぞれ次に定める

額 

ア 床面積の合計が３００平方メー

トル未満のもの ５１，０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メー

トル以上のもの ６５，０００円 

 別表４６の２の項第２号ア中「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平

成２８年経済産業省・国土交通省令第１号。以下「基準省令」という。）」を「基準

省令」に改め、同表４７の項第１号イ（ア）中「及び第２号イ」を「、第２号イ及び

第３号イ」に改め、同項第２号中「及びロ」を「（１）及びロ（１）」に改め、同項

中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第１号以外の場合で、基準省令第１０条第２号イ（２）及びロ（２）に定める 

基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 

(ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの ２０，０００円 

 



(ｲ) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ２２，０００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定め 

る額 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ３８，０００円 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの ６６，０００円 

 別表５１の項第３号イ（ア）中「（市長が別に定める建築物については、共用部分

の床面積を除く。（イ）において同じ。）」を削る。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 鶴ヶ島市手数料条例の一部を改正する条例（令和４年条例第２３号）附則第２項 

又は第３項の規定の適用を受ける場合の手数料については、改正後の別表４５の項

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 


